
肥料販売業の開始  

  

１．届出にあたっての留意事項 

 ①届出は本店や本社だけでなく事業所ごとに、分けて提出してください。 

  既に届け出ている業者でも、新たに事業所を開設する場合、新規の開始届が必要となり

ます。 

 ②個人業者で事業を後継者が相続される場合、変更届ではなく、届出者名での廃止届と後

継者名での開始届の双方の手続きが必要となります。 

  法人の合併等で届出者が変更する場合も同様です。 

 ③肥料の販売を開始した日から２週間以内に提出してください。 

 

２．提出書類 

 ①肥料販売業務開始届出書：2部（正本・副本、次頁記入方法参照、日本産業規格A4） 

 ②事 業 予 定 書：1部 

 ③略 地 図：1部（最寄り駅から事業場までの道筋を明記） 

 

 

３．届出書の提出先 

  〒520-8577 滋賀県大津市京町４丁目１番１号 滋賀県農政水産部みらいの農業振興課 

  電話：077-528-3842 ＦＡＸ：077-528-4882  Mail：kankyojugai@pref.shiga.lg.jp 

  ※郵送、持参またはメール添付（PDFのみ）にて提出してください。 

 

４．その他留意事項 

押印を省略する場合は、担当者の氏名および連絡先（電話番号）を記載してください。 

受付後、届出内容の確認を行います。 

（例）略地図 
 ･事業場 

駅･    
103 号 



（記入例：括弧付きは任意）肥料販売業務開始届出書  

 

                              令和2年12月1日 

 

滋賀県知事    様 

                       住所（〒520-8577）滋賀県大津市京町四丁目１番１号  

氏名 株式会社SHIGA食品 代表取締役 滋賀 太郎    

                               （電話番号：077-528-3842） 

                                （FAX 番号：077-528-4882） 

                                            （電子メールアドレス：SHIGA@biwa.co.jp） 

 

 

 下記のとおり肥料の販売業務を行いたいので、肥料の品質の確保等に関する法律第23

条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 氏名および住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地） 

株式会社SHIGA食品 代表取締役 滋賀 太郎 

  （〒520-8577）滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

       （電話番号：077-528-3842） 

（FAX 番号：077-528-4882） 
（電子メールアドレス：SHIGA@biwa.co.jp） 

 

 ２ 販売業務を行う事業場の所在地 

    （株式会社SHIGA食品 松本店） 

  （〒520-0807）滋賀県大津市松本一丁目２番１号 

（電話番号：077-522-3842） 

（FAX 番号：077-522-4882） 

 

 ３ 本県内にある保管する施設の所在地 

（〒520-0807）滋賀県大津市松本一丁目２番１号 

（電話番号：077-522-3842） 

（FAX 番号：077-522-4882） 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県名から番地名まで。

登記簿又は住民票のとおり

記入してください。 

法人：法人名及び代表者名、代表者印  
個人：氏名、私印 

上記に準じて記入し、連絡先（電話・FAX）

を付記してください。 

保管する事業場の名称・住所

及び連絡先（電話・FAX）を

記入してください。 

生産する事業場の名称・住所

及び連絡先（電話・FAX）を

記入してください。 

届け出日を記入してください。 

担当 ○○部△△課 

□□ □□（氏名） 

連絡先 000-000-0000 



化成肥料、有機質肥料、家庭

園芸用肥料等取り扱う肥料

を記入してください。 

営業する地域名を記入してください。 

販売する肥料を購入する場合は業者名を

記入。  
例）近江 FOOD（株）  
※ 県外業者の場合は、購入業者の所在

都道府県名まで記入。  
例）福井食品（株）福井県  

届出書と同様に記入してください。 

該当するものに○をつけてください。 

（肥料販売業務開始届出 添付資料） 

事業予定書 
 

 届 出 日 
令和2年12月1日 

 氏   名 

（法人名および代表者名） 

株式会社SHIGA食品 代表取締役 滋賀 太郎 

   

住   所 

（主たる事務所の所在地） 

〒520-8577 TEL: 077-528-3842 

FAX: 077-528-4882 

滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

 

  肥料を販売する事業所 

 

  の名称および所在地 

〒520-0807 TEL: 077-522-3842 

FAX: 077-528-4882 

松本店 滋賀県大津市松本一丁目２番１号 

 卸売業・小売業の別 卸売業   小売業  生産販売 

  主に販売する肥料 

  の種類 

有機質肥料 

 主に販売する地域 大津市 

 主な肥料の購入先 

 

 県外業者の場合は 

 購入先業者の所在 

 都道府県名を付記 

  すること 

県内業者： 

 

 

県外業者： 

 備  考  

 



肥料販売業務開始届出書 
 

年   月   日 

 

 

滋賀県知事   様 

 

住 所 

 

氏 名（名称および代表者の氏名） 

 

 

 

 

 下記のとおり肥料の販売業務を行いたいので、肥料の品質の確保等に関する法律第23

条第１項の規定により届け出ます。 

 

 

 

記 

 

 

１ 氏名および住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地） 

 

 

 

 ２ 販売業務を行う事業場の所在地 

 

 

 

 ３ 本県内にある保管する施設の所在地 

 

 

※押印省略の場合記入 

担当 ○○部△△課 

□□ □□（氏名） 

連絡先 000-000-0000 



（肥料販売業務開始届出 添付資料） 

事業予定書 

 

 届 出 日 
令和   年   月   日 

 氏   名 

（法人名および代表者名） 

 

   

住   所 

（主たる事務所の所在地） 

〒 TEL: 

FAX: 

 

 

  肥料を販売する事業所 

 

  の名称および所在地 

〒 TEL: 

FAX: 

 

 卸売業・小売業の別 
卸売業   小売業  生産販売 

  主に販売する肥料 

  の種類 

 

 主に販売する地域  

 主な肥料の購入先 

 

 県外業者の場合は 

 購入先業者の所在 

 都道府県名を付記 

  すること 

県内業者： 

 

 

県外業者： 

 備  考  

 


